
1 
 

出典：裁判所ホームページ（https://www.courts.go.jp）の裁判例情報をもとに作成 

事件番号 昭和 59(行ツ)299 原審裁判所名 広島高等裁判所岡山支部 

事件名 不動産取得税賦課処分取消 原審事件番号 昭和 58(行コ)2 

裁判年月日 昭和 62 年 1 月 22 日 原審裁判年月日 昭和 59 年 7 月 26 日 

法廷名 最高裁判所第一小法廷   

裁判種別 判決   

結果 棄却   

判例集等 集民 第 150 号 65 頁   

 

判示事項 相続土地の共有持分の取得が地方税法七三条の七第一号にいう「相続に因る不

動産の取得」に該当するとされた事例 

裁判要旨 相続土地の共有持分の取得が相続人らにおいて第一回遺産分割協議を合意解除

し改めて第二回遺産分割協議をしたことに伴うものである場合には、右取得は

地方税法七三条の七第一号にいう「相続に因る不動産の取得」に該当する。 

 

全 文 

主    文 

 本件上告を棄却する。 

 上告費用は上告人の負担とする。 

理    由 

上告代理人片山邦宏の上告理由について 

被上告人を含む相続人らは第一回遺産分割協議のうち本件相続土地に関する部分を相続人

全員の合意によつて解除し改めてこれを第二回遺産分割協議のとおり分割協議をしたもので

あつて、被上告人の右第二回遺産分割協議による本件相続土地の共有持分の取得は地方税法

七三条の七第一号所定の不動産取得税の非課税事由である「相続に因る不動産の取得」に該当

すると解されるから、右共有持分の取得に対する本件不動産取得税の賦課処分は違法であり

取消しを免れないとした原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係及びその説示に照らし、正

当として是認することができる。原判決に所論の違法はない。また、本件訴訟記録によれば、

原審の審理上の措置に所論の違法があるとは認められない。論旨は、ひつきよう、原審の専権

に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は独自の見解に基づいて原判決を論難

するものにすぎず、採用することができない。 

よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の

意見で、主文のとおり判決する。 

（裁判長裁判官 田禮次郎 裁判官 谷口正孝 裁判官 高島益郎 裁判官 大内恒夫 裁

判官 佐藤哲郎） 

 

 

※参考：判例タイムズ 631 号 114 頁、判例時報 1227 号 34 頁 

 


